川崎町不用果樹伐採事業補助金交付要綱
令和８年７月１日
要 綱 第 ２５ 号
（目的）
第１条　この要綱は、野生鳥獣の出没抑制を図るために、川崎町に住所を有する個人が第４条に規定する事業を行う場合、予算の範囲内において、川崎町不用果樹伐採事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則（昭和56年４月1日規則第10号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。
(１)不用果樹　最寄りの住家及び飼育場からの水平距離が200メートル以内にあり、野生鳥獣を誘引するおそれのある柿、栗、くるみ及びその他町長が認める果樹をいう。
(２)野生鳥獣　宮城県第二種特定鳥獣管理計画で定める４獣種（ニホンザル、イノシシ、ニホンジカ、ツキノワグマ）をいう。
(３)申請者　不用果樹の存する土地の所有者とし、所有者が死亡している場合は民法(明治29年４月27日法律第89号)で規定する相続人とする。
（補助対象者）
第３条　補助対象者は、町内に住所を有し、かつ町税を滞納していない者とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
（補助対象事業）
第４条　補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、申請者又は受託者が行う不用果樹の伐採又は伐採及び伐採後の処分とし、補助事業の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、伐採又は伐採及び伐採後の処分に直接要する経費とする。
２　前項で定める受託者は、川崎町建設工事執行規則(平成８年６月１日規則第７号)第５条で規定する業者のうち川崎町に事業所を有する業者とする。
３　申請は申請者１人につき１年度１回を限度とする。
（補助金の額）
第５条　補助金の額は、補助対象経費の５分の４に相当する額とし、10万円を上限とする。ただし、算出された額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

（交付申請）
第６条　申請者は、川崎町不用果樹伐採事業補助金交付申請書(様式第１号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(１)伐採予定位置図および不用果樹（伐採予定）の写真
(２)前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
（交付決定）
第７条　町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、速やかに、申請者に通知しなければならない。
（実績報告）

第８条　補助金の交付決定を受けた申請者は、補助対象事業が完了したときは、事業が完了してから30日以内に川崎町不用果樹伐採事業補助金実績報告書(様式第２号) に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(１)伐採完成写真
(２)補助対象となる不用果樹伐採に係る領収書の写し

(３)補助金の振込先が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し

(４)前３号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
（補助金の取消し及び返還）
第９条　町長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、交付の決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
（その他）
第10条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附　則
この要綱は、公布の日から施行する。
